（別紙４：船荷証券又は航空運送状の写しを後日提出する場合の書類の様式）

特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第13条第２項に基づく
適法漁獲等証明書の交付申請に係る添付書類について
【船荷証券又は航空運送状の写しを後日提出する場合の書類】

年　　月　　日

日本水産資源保護協会 会長　宛て
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
申請者の氏名又は名称　　　　　　　　　　　　　　　
住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者の氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


本貨物の輸出は、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第13条第２項に基づく適法漁獲等証明書の交付申請に係る書類のうち特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第35条第２項第２号に掲げる【□船荷証券／□航空運送状】の写しを添付することができないことについて、やむを得ない事由に該当するため、同条第３項に基づき、当該添付資料に代わり本書類を提出します。
なお、本交付申請に係る【□船荷証券／□航空運送状】の写しは、本貨物通関後２週間以内に日本水産資源保護協会に提出します。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（通関業者連絡先）
事業者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
担当者名　　　　　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　
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